
 

実施✅ 

※職員✓※ 
該当✅ 下記にあてはまる方はいますか？ 手続きの内容 岐南町の手続きで必要なもの 

住民課 → １階１番窓口 

□ □ 
マイナンバーカード 

           をお持ちの方 

＊１５歳未満の方＊ 

マイナンバーカードに新住所を記載します。法定代理人（親権者）により、手続きをしていただきます。 

＊１５歳以上の方＊ 

マイナンバーカードの署名用電子証明書の発行およびカード券面に新住所を記載します。原則、本人のみ

手続きが可能です。同一世帯の方が住所異動時に手続きする場合に限り、委任状による手続きが可能で

す。 

・本人のマイナンバーカード 

・設定されている暗証番号 

・代理人の写真付き身分証明書 

・委任状 

 ※本人以外が手続きする場合 

□ □ 
印鑑登録をしている方、 

            希望する方 

町内での転居の場合、すでに登録済みの印鑑登録証はそのまま使用できます。 

マイナンバーカードを新住所に更新した翌日からコンビニ交付サービスも利用できます。 

新しく印鑑登録を希望する方で、写真付き身分証明書を持っている本人が来庁している場合は、即日登録

できます。写真付き身分証明書を持っていない方、代理人による登録を希望する方は別途お問い合わせく

ださい。 

【新しく印鑑登録を希望する方】 

・写真付き身分証明書 

・登録する印鑑 

・登録手数料３００円 

福祉課 → １階２番窓口 

□ □ 
身体障害者手帳、療育手帳、

精神保健福祉手帳 

            をお持ちの方 

障害者手帳の住所変更が必要です。 

・障害者手帳 

・マイナンバーを証明する書類 

・来庁者の本人確認書類 

□ □ 
福祉医療費受給者証 

            をお持ちの方 
福祉医療費受給者証の住所変更が必要です。 

・福祉医療受給者証 

・来庁者の本人確認書類 

こども安心課 → １階５番窓口 

□ □ ０歳～高校生世代の方 
０歳～高校生世代の方がいる場合は児童手当の手続きをしてください。 

住所変更の手続きをしてください。公務員の方は勤務先で手続きをしてください。 
・来庁者の本人確認書類 

□ □ 
ひとり親家庭等 

         に該当している方 

転居の手続きが必要です。 

状況によりその他の書類をご提出いただく場合があります。 

・来庁者の本人確認書類 

・マイナンバーを証明する書類 

・住居の賃貸借契約書（該当者のみ） 

□ □ 保育施設に入園希望の方 
事由によって添付書類が異なりますので、事前にご確認ください。 

※現在、保育施設を利用している方は変更届を園に提出してください。 

・就労証明書 

・マイナンバーを証明する書類 

・来庁者の本人確認書類 

□ □ 幼児教育無償化の対象の方 
事由によって添付書類が異なりますので、事前にご確認ください。 

※現在、幼稚園等を利用している方は住所変更の手続きをしてください。 
・マイナンバーを証明する書類 

保険年金課 → ２階２番窓口 

□ □ 
国民健康保険 

        に加入している方 
手続きは必要ありません。後日、保険年金課より新しい住所が記載された資格確認書等を郵送します。  

□ □ 国民年金に加入している方 手続きは必要ありません。  

□ □ 介護認定を受けている方 
手続きは必要ありません。後日、保険年金課より新しい住所が記載された介護保険被保険者証を郵送しま

す。 
 

□ □ 
後期高齢者医療保険 

         に加入している方 
手続きは必要ありません。後日、保険年金課より新しい住所が記載された資格確認書等を郵送します。  

こども学び課・二町教育委員会 → ２階４番窓口・５番窓口 

□ □ 町立の小学校を転校する方 
いままでの学校で『在学証明書』、『教科用図書給与証明書』を受領し、新しい学校と教育委員会で転校

手続きをしてください。 
 

□ □ 学童保育を希望する方 事由によって添付書類が異なりますので、事前にご確認ください ・状況証明書 

くらし安全課 → ４階２番窓口 

□ □ 飼い犬がいる方 
飼い犬の住所変更の手続きが必要です。 

飼い犬の住所変更（登録）を済まされますと、4月に集合予防注射のお知らせハガキが郵送されます。 
・鑑札 

上下水道課 → ４階１番窓口 

□ □ 上下水道の使用を開始する方 

転居予定日の１週間ほど前までに、岐南町水道料金事務センターに連絡してください。 

＊岐南町水道料金事務センター＊ 

住所：岐南町八剣北４丁目８９番地 三起第一ビル1階 西 

電話：０５８－２５９－３７００ 

受付時間：平日 8時 30分～17時 15分（年末年始を除く） 

 

 

 

転居に関連するおもな手続き一覧         あてはまる手続きをご自身で確認してください。 

ごみの捨て方の解説動画ができました！ 

（リンク先：町公式 YouTube） 

（https://youtu.be/-_DZGlE8FO8?si=RBlYl6Y9tN1V99_f） 


